
  

一 

当
せ
ん
金
付
証
票
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

８ 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
を

購
入
し
て
は
な
ら
な
い
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
生
活
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 





  

三 

理 

由 

 

生
活
保
護
法
上
の
被
保
護
者
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
を
購
入
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


